
案内 催し・講座

1 新型コロナワクチン集団接種の実施について 9 令和４年度市政報告・講演会開催について

商工団体等提案型事業補助金のご案内 10 西都市戦没者追悼式の開催について

ｃ

2 １０月１日から後期高齢者医療の保険証が切り替わります 市文化ホール文化事業　あいそめ音楽祭（米良美一トークショー＆ミニライブ）

ｏ

西都市認知症高齢者等見守りシール交付事業 11 第33回西都市総合文化祭美術展および障がい者アート展の開催について

ｎ

3 就学時健康診断について 県立西都原考古博物館2022 博物館から飛び出す講座Vol.2の開催

ｔ

危険なブロック塀などを除却しましょう 募集

ｅ

4 就業構造基本調査が実施されます 12 会計年度任用職員の募集について（危機管理課　事務補助業務）

ｎ

「男女共同参画市民意識調査」へのご協力について 西都市社会福祉協議会職員募集のお知らせ

ｔ

ハロウィンジャンボ宝くじが発売されます 13 「パソコン・販売基礎科」ハロートレーニング公共職業訓練生を募集します

ｓ

5 社会体育施設の空き状況照会・予約について 相談

犬・猫は正しく飼いましょう 14 ２学期、お子さんは元気ですか

ペットを飼われている皆さんへ 法務局・人権擁護委員による「人権・なやみごと相談所」を開設します

6 農業用廃プラスチックの「特別収集日」について 15 高鍋年金事務所が出張年金相談を行います

7 ごみの分別について 行政相談所のご案内

プラスチック製容器包装類への異物混入防止について 司法書士による消費生活無料相談をご利用ください

8 不法投棄は犯罪です その他

ごみ集積所に出してある空き缶や金属類を持ち去る行為は犯罪です 16 図書館だより１０月号

9 赤い羽根共同募金にご協力をお願いします 巻末

「緑の募金」にご協力をお願いします １０月の西都市イベントカレンダー

■下表については回覧の際、有効にご利用ください。 ※お知らせは市ホームページでも閲覧できます。　　URL･･･https://www.city.saito.lg.jp
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※市民の皆さんへ※　新型コロナウイルスに感染された方への思いやりを！　～差別・偏見をなくしましょう～　～正しい情報に基づく冷静な行動をしましょう～

お 知らせ

　    月  　 　日 　    月  　 　日 　    月  　 　日 　    月  　 　日

ＮＯ．1412
２０２２．９．１５

※新型コロナウイルス感染症の影響により、お知らせ印刷後に内容変更となる場合があります。
最新情報は市ホームページ「新型コロナウイルス感染症関連情報まとめ」をご確認ください→



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information１ 案内 

新型コロナワクチン集団接種の実施について 
 

 18歳以上の方を対象とした３回目接種および４回目接種のための集団接

種を次のとおり実施します。 

 

【対 象 者】 18歳以上の３回目または４回目接種者 

       ※17歳以下の方は集団接種で使用するワクチンの接種がで 

きないため、個別医療機関などでの接種をお願いします。 

 

【日 時】 ９月23日（金・祝） 午前９時から12時まで 

※10月以降のワクチン接種計画（個別医療機関含む）は未 

定ですので、接種を希望される方は早めの予約をお願い 

します。 

 

【場 所】 市役所多目的スペース（西都市聖陵町２丁目１番地） 

 

【ワクチン】 モデルナ社製ワクチンを使用します。 

       ※国からのファイザー社製ワクチンの追加供給はないため 

ワクチンの種類に関わらず、早めの接種をご検討くださ 

い。 

 

【予約方法】 ●電話予約 

        西都市新型コロナワクチンコールセンター 

        ０１２０－２５１－５６７ 

        受付時間：午前９時～午後５時（土日祝日も対応） 

       ●ウェブ予約（24時間対応） 

        https://v-yoyaku.jp/452084-saito 

 
 

 

（予約システム）     

  

（文書取扱：健康管理課） 
 

西都市新型コロナウイルス感染症対策 

商工団体等提案型事業補助金のご案内 
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたまちを活性化するために、商

工団体などが自主的かつ自発的に市内で実施する地域経済の活性化につな

がる事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。 
 

１．補助対象者 

・西都商工会議所 ・西都市三財商工会 ・市内の商店街組合 

・一般社団法人 西都市観光協会 ・西都商工会議所青年部 

・西都青年会議所 ・一般社団法人 まちづくり西都ＫＯＫＯＫＡＲＡ 

・市内に主たる事務所を有する特定非営利活動法人 

・その他市長が適当と認める団体（３以上の市内法人または市内自営業

者で構成された団体 など） 

２．補助対象経費 

補助事業に要する経費 

ただし、以下の経費は対象外となります。 

  食糧費、交際費、慶弔費、懇親会費、積立金、団体の継続的な活動に要

する経費、団体を維持するための経費、換金性の高い備品の購入、 

土地・建物の取得費および既存事業の財源振り替えと見なされる事業に

要する経費など 

３．補助金の額 

単独で申請する場合：限度額100万円 （補助率10分の10以内） 

複数団体の連携事業として申請する場合［上限団体数あり］ 

：上記補助対象団体数に100万円を乗じて得た額（補助率10分の10以内） 

４．申請期間  第２期 10月３日（月）～21日（金） 
 

※審査委員会を開催し、申請者には事業内容のプレゼンテーションを行っ

ていただきます。 

※特定の個人や事業者の営利を目的とする事業は対象となりません。 

※要件に該当するか事前に確認を行いますので、申請前に必ず商工観光課

へご相談ください。 

（文書取扱・問合せ：商工観光課 ３２－１０１１） 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月1日から 

後期高齢者医療の保険証が切り替わります 
 

 現在お手持ちの後期高齢者医療（７５歳以上の方全員、および宮崎県後

期高齢者医療広域連合の認定を受けた６５歳から７４歳の方で一定の障が

い状態にある方）の保険証については、有効期限が９月３０日（金）まで

となっております。 

１０月１日（土）から有効の保険証へ、以下のとおり切り替わりますの

で、病院などへ提示する際にはご注意ください。 

 

 ○新しい保険証の形や大きさは、これまでのものと同じですが、 

色がみず色からだいだい色に替わります。 

 

 ○新しい保険証の有効期限は、令和５年７月３１日です。 

  

○新しい保険証は、９月下旬までにご本人あてに届きます。 

  

○新しい保険証が届いたら、住所・氏名・生年月日をご確認ください。 

 

○有効期限を過ぎた保険証は使用できませんので、健康管理課まで返却

いただくか、ご自身で処分してください。 

なお、ご自身で処分される際には、そのまま捨てず、個人情報が漏れ 

ないようハサミなどで裁断してから処分されるようお願いします。 

 

○新しい保険証は、なくさないよう大切に保管してください。 

  

 

 

 
（文書取扱・問合せ：健康管理課 高齢者医療係 ４３－０３７８） 

 

Information２ 案内 

西都市認知症高齢者等見守りシール交付事業 
  

 市では、認知症の人やその家族が安心して暮らせるまちを目指し、「認

知症高齢者等見守りシール」を交付しています。 

 

【対象者】 

 認知症により行方不明になる可能性のある方 

 （認知症の診断は必須ではありません） 

 

【内容】 

「見守りシール」を対象者の衣服や持ち物に貼り、行方不明になった際

に発見者が見守りシールのＱＲコードを読み取ると、家族などに通知が届

き、発見者と家族などが伝言板でやりとりし、早期発見・早期保護につな

げることができます。 

 

【申請方法】 

 地域包括支援センターを通して「西都市認知症ＳＯＳネットワーク事前

登録」の申請書を市に提出してください。 

 

【問合せ先】 

健康管理課 地域包括ケア推進係 ３２－１０２８ 

市北地区地域包括支援センター（妻北・穂北・東米良） 

３２－９５９５ 

市南地区地域包括支援センター（妻南・三納・三財・都於郡） 

４１－０５１１ 

 

 
 

 

 

 

                     （文書取扱：健康管理課） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information３ 

就学時健康診断について 
学校保健安全法に基づき、以下のとおり就学時健康診断を実施します。 

この健康診断は、小学校への就学に際し、入学前に心身の状況を把握す

るために実施するもので、必ず受診する必要があります。 

 

★ 対象者 令和５年４月小学校入学予定者  

(平成２８年４月２日から平成２９年４月１日生まれ) 

★ 日 程 

入学予定

の 

小学校 

月日（曜） 受付予定時間 開始予定時間 
開催・受付 

場所 

三財小 

三納小 

都於郡小 

10月 4日 

（火） 

13：40～ 

14：10 

受付終了後、

保護者同伴で

健診    

三納小学校 

（体育館） 

妻南小 
10月６日 

（木） 

13：40～ 

14：10 

受付終了後、

保護者同伴で

健診    

妻南小学校 

（体育館） 

穂北小 

茶臼原小 

銀上小 

10月７日 

（金） 

13：40～ 

14：10 

受付終了後、

保護者同伴で

健診  

穂北小学校 

（体育館） 

妻北小 
10月 11日 

（火） 

13：40～ 

14：10 

受付終了後、

保護者同伴で

健診  

妻北小学校 

（体育館） 

★ その他 

保護者の方には後日、文書で通知しますが、健診日の７日前までに通

知が届かない場合や不明な点がありましたら、教育政策課にお問合せく

ださい。 

 
（文書取扱・問合せ：教育政策課 ４３－３４３８） 

 

案内 

危険なブロック塀などを除却しましょう 
 

市では危険ブロック塀などの除却費用を補助しています。 

 

○補助対象となる危険ブロック塀などの要件 

・全ての道路の沿道、または避難地に隣接するもの(歩道含む) 

 ※ただし、私道の沿道は除く。 

・市職員による診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの 

※その他にもいくつか要件がありますので、お問合せください。 

 

○補助金の額 

次の１～３のうち最も低い額に２／３を乗じた額 

１．同一敷地につき、354,000円 

  ２．除却する危険ブロック塀などの延長１ｍにつき、12,000円 

  ３．除却工事業者の見積額 

※補助額を超える工事費については所有者の負担となります。 

 

地震で倒壊したブロック塀は、道路をふさぎ、被災者の避難や救助活動

を妨げることになります。安全確保は、地域社会に共通する願いです。 

ぜひ、ご自宅のブロック塀などの安全点検を行ってみてください。 

 

～自分で行う安全点検のポイント～ 

・塀は高すぎませんか？     ・塀の厚さは十分ですか？ 

・控え壁はありますか？     ・基礎がありますか？ 

・塀の傾きやひび割れはありませんか？ 

 

これらの気になる部分がある場合は、設計事務所に相談しましょう。 

 

 

 

（文書取扱・問合せ：建築住宅課 建築係 ３２－１０１４） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就業構造基本調査が実施されます 
 

 令和４年10月１日を基準日として、日本全国の抽出された世帯を対象に

『令和４年就業構造基本調査』が行われます。就業構造基本調査は、全国

および地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的として５年ご

とに行われており、今回で18回目となります。 

 市内の抽出された世帯に調査員が訪問し、調査回答用書類の配布および

回答依頼を行います。本市では、新型コロナウイルス感染症対策のため、

なるべく接触を避ける方法にて調査を行いますので、調査対象となった際

は、インターネットまたは郵送での回答にご協力をお願いします。 

 調査回答に関するスケジュールおよび調査対象地域は、次の通りです。 

 

（１）調査スケジュール 

①調査回答用書類配布期間  ９月23日（金・祝）～30日（金） 

②調査回答期間       10月１日（土）～10日（月・祝） 
 

（２）調査対象地域 

   御舟町、堂ヶ島、石貫、中妻１丁目、中央町１丁目、 

中央町２丁目、粟野、右松村、下尾筋、上ノ宮、松田、 

   園元、黒生野別府、花下、黒貫、久米田、石野田、岩下、 

   清水兼、笠原、島田、永谷、島内村、下水流、千田、 

   一の迫、城平の一部地域 

 

※調査回答用書類の配布などについては、調査員証を身につけた調査員が

行います。不審な訪問などがございましたら、以下の問合せ先までご連

絡ください。 
 

＜問合せ先＞  

就業構造基本調査コールセンター 0570-01-7139（午前８時～午後９時） 

総合政策課 情報政策係 32-1008（平日の午前８時30分～午後５時15分） 

 

（文書取扱：総合政策課） 
 

Information４

４４ 

「男女共同参画市民意識調査」への 

ご協力について 
９月中旬に、市内にお住まいの方の中から無作為に抽出した１８歳以上

の男女3,000人を対象に「男女共同参画市民意識調査」を行います。 

これは、平成30年度に策定した「第３次西都市男女共同参画プラン」が

来年度で計画期間の期限を迎えることから、市民の皆さんの男女共同参画

に関する意識を調査し、今後策定する新たなプランに市民の皆さんの意見

を反映させるために実施するものです。 

市民意識調査が郵送されてきたら、調査票にご回答いただき、同封の返

信用封筒に入れてお早目に郵便ポストに投函してください（切手は不要で

す）。 

本調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。 

問合せ：市民課 市民協働推進係 ４３－１２０４ 

（文書取扱：市民課） 

案内 

ハロウィンジャンボ宝くじが発売されます 

ハロウィンジャンボ宝くじが９月21日(水)から10月21日(金)まで次のと 

おり販売されます。ＰＣやスマホからもインターネット購入できます。 

『今年のハロウィンジャンボは､１等・前後賞合わせて５億円！』 

１等     ３億円 × １１本 

前後賞各   １億円 × ２２本 

 ※当せん本数は発売総額３３０億円・１１ユニットの場合 

『同時発売のハロウィンジャンボミニは１等・前後賞合わせて5,000万円』 

１等    3,000万円 × ２０本 

前後賞各  1,000万円 × ４０本 

※当せん本数は発売総額１５０億円・５ユニットの場合 

この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや環境対策、高齢化対

策など地域住民の福祉向上のために使われます。この機会にぜひお買い求

めください。 

（文書取扱：財政課） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Information５ 案内 

社会体育施設の空き状況照会・予約について 
 

これまで社会体育施設を使用する場合、施設の空き状況照会については

スポーツ振興課、西都原運動公園クラブハウスおよび市民体育館で受け付

けてきました。一方で、予約受付は西都原運動公園クラブハウスまたは市

民体育館のみで行っていたことから、スポーツ振興課での照会時点で空い

ていた施設が予約受付の際に他の使用者と重複してしまうなどのご不便を

おかけしておりました。 

このため、施設使用者の負担軽減やサービス向上を図る観点から、空き

状況照会と予約受付は、西都原運動公園クラブハウスまたは市民体育館の

みで行うこととしましたのでお知らせします。なお、施設使用料の免除申

請などについては、従来通りスポーツ振興課窓口にて受け付けます。 

また、西都原運動公園自由広場や杉安川仲島公園芝生広場についても、

イベントやスポーツなどの行事で団体使用される場合は、重複使用などを

回避するため、必ず使用申請書を事前に以下の施設にご提出いただきます

ようお願いします。 

 

【照会・予約】①西都原運動公園内の社会体育施設ご使用 

       ▶▶▶ 西都原運動公園クラブハウス ４２－１７５６ 

       ②西都原運動公園以外の社会体育施設(注１)ご使用 

▶▶▶ 市民体育館 ４３－０８４４ 

(注１)市民体育館、市民武道場、清水台総合公園 

西地区運動場、杉安川仲島公園 が対象 

 

【注   意】予約受付開始時刻は、午前８時からとなっております。 

また、ご使用希望日の前月１日より予約可能です。 

 

【運用開始日】令和４年11月１日（火） 

 

 

（文書取扱：スポーツ振興課） 
 

犬・猫は正しく飼いましょう 
  

犬や猫などのペットに関する苦情が増えています。ペットを飼われる方

はルールとマナーを守り責任をもって飼いましょう。 

 

○ふん尿を片付けてください。場所にも配慮をお願いします。 

 公共の場や私有地などへのふん尿の放置はルール違反です。特に庭や門

柱、塀などにふん尿をされて困っているとの苦情が寄せられています。 

 散歩前に自宅で済ませておくことが理想ですが、外で排泄させる場合は

場所に十分配慮し、飼い主が責任をもって持ち帰りましょう。 

○放し飼いはやめ、猫は室内で飼いましょう。 

 放し飼いにされた犬猫が庭やゴミ集積所を荒らしたり、ふんをしたりす

るなどの苦情が寄せられています。 

 犬や猫の放し飼いは人に迷惑をかけるばかりでなく、交通事故など犬猫

自身にも危険が及びます。犬は必ずつないで、猫は室内で飼いましょう。 

○つないだら常に点検・確認を忘れないようにしましょう。 

 犬をつないでおく時は首輪が抜けたり、リードが外れたりしないように

常に点検をし、犬が逃げないか確認をしましょう。また、リードなしでの

散歩はやめましょう。 

 もし飼い犬が人をかんだ場合は、被害者を救護し保健所か警察に届けて

ください。 

                     （文書取扱：生活環境課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペットを飼われている皆さんへ 
 

 先月中旬、市内において、毒物が混入されたものが道端に放置され、そ

れを口にしたペットが死亡する案件が発生しました。 

 ペットを飼われている方はご注意ください。また、このような行為は犯

罪となりますので、絶対にしないでください。 
 

（文書取扱：生活環境課） 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information６ 

農業用廃プラスチックの「特別収集日」について 
 
 

案内 

【特別収集日時】 

 通常の農業用廃プラスチック収集日では収集できない、農業用廃プラスチ

ックを『童子丸集積所』にて、以下のとおり受け入れます。 

市ホームページに搬入などについて掲載していますのでご確認ください。 
 

受入日時 受入地区 

     ９月２６日（月） 妻 

   １０月１１日（火） 三納、東米良、三財、都於郡 

※特別収集日は混み合いますので、受入地区を厳守してください。 

※受付時間は午前９時～午後３時です。 

※正午～午後１時は、休憩のため受入を中断します。 

 

【持込可能なもの】 ※金属部品は、必ず除去してください。 
 

被覆資材 

シート類 

ルートラップシート、光反射シート、防草シート、 

サニーカーテン、サンサンカーテン、パオパオ、 

寒冷紗、ブルーシート、シルバービニール、 

あぜなみ、硬質フィルム、谷シート(黒色)、止水シート 

ネット 

ひも類 

キュウリネット、防風ネット、サイレージネット、 

サイレージ用ひも、バインダーひも、エスター線、 

ダンバンド、ビニール耳ひも、プラ製ロープ(ひも) 

容器類 
コンテナ、水稲用育苗トレー、タンク、フレコン、 

コンバイン(ハーベスター)用袋、固い育苗ポット 

かん水 

資材類 

塩ビパイプ、塩ビバルブ、スプリンクラー、 

固い点滴かん水用チューブ、ホース 

農薬容器 ポリ製農薬容器・キャップ、ポリ製農薬袋 

その他 パッカー、プラ製支柱、液肥キャップ、ツユトール 

 

 

【処理費用と支払方法】 

処理費用 支払方法 

１ｋｇあたり 

５５円 

排出の前後にトラックスケールで計量した後

に「現金」または「農業用使用済プラスチック

排出者カード(デポジット)」で処理費をお支払

いください。 

【注意事項】 

※シート・ネット類は３ｍ以内に切ってつづら折りし、厚みのあるシート

類はロール状にして縛ってください。小さいネット類は透明の袋に入れ

て搬入してください。 

※ブルーシート、コンバイン用袋、パイプ、パッカー、ホース、タンクな

どは、金属部品を取り除いてから持ち込んでください。 

※水稲用育苗トレーは、10枚程度に重ねてダンバンドなどで両側２か所を

しっかり結束してから持ち込んでください。 

※塩ビパイプは、1.5ｍ程度に切断した後にダンバンドなどで両側２か所を

しっかり結束してから持ち込んでください。 

 ※ガムテープなどで補強したものはその箇所を除いて搬入してください。 

  ※タンクは50ｃｍ角に切って束ねてください。 

＜農薬ポリ容器について＞ 

※農薬ポリ容器は、容器とキャップの内側を洗浄してください。 

※洗浄後は、よく乾かした後に容器とキャップを分別し、別々に透明な袋

に入れて持ち込んでください。 

※中身が入っている容器、容器を洗浄していない、分別していないなど、

不適切であると判断される場合は受け入れできません。 

 
 

（文書取扱・問合せ：西都市農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会 

≪事務局：農林課 園芸特産係 ３２－１００３≫） 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案内 Information７ 

ごみの分別について 
 

 ごみの受け入れ施設では、リサイクルのために手作業で選別を行う工程

があります。最近は、選別ラインで発見される異物が多い状態が続いてお

り、選別作業に多大な支障をきたしています。 

 異物混入はそれを取り除くために選別ラインを停止させる必要があるほ

か、資源化率の低下にもつながり、リサイクルによる市財政への還元率に

も影響が出ます。 

ごみは正しく分別して出すようにしてください。 

 

＜最近確認された異物混入の事例＞ 

・缶、びん選別ラインにおけるプルタブの大量混入 

  缶から取り外したプルタブは資源物（金属）となります。 

  缶、びんと同じ袋に入れないようにしてください。 

 

・事業系廃棄物の混入 

  事業において出たごみは家庭ごみとして出すことはできません。 

  適切な方法により処分をお願いします。 

 

・容器包装用プラスチック選別ラインにおけるビーズの混入 

  ビーズは燃やせるごみとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文書取扱：生活環境課） 

プラスチック製容器包装類への 
      異物混入防止について 

家庭から出された資源ごみについては、資源リサイクル業者に売却し、

その収入をごみ処分費用の一部にあてています。 

最近、資源ごみの一つである「プラスチック製容器包装類」への異物 

（分別の間違っているごみ）混入によって、その売却益が低下し、市民に

還元されるべき“財産”が損なわれる事態が発生しています。 

「プラスチック製容器包装類」は、材質ではなく「プラマーク」  

の表示があるものが基本となりますが、「家庭ごみの分け方・出し方豆辞

典」もあわせて確認し、正しく出していただきますようお願いします。 

 

≪プラスチック製容器包装類への異物混入例≫ 

例１ 電子タバコ、加熱式たばこのカートリッジ 

   「燃やせるごみ」になります。 

※本体については販売店にお問合せください。 

例２ 医療系廃棄物（注射剤、注射針など） 

家庭ごみとしては排出できません。混入すると重大な事故につなが

   る場合があります。医療機関や購入元にご確認ください。 

例３ プラスチック製品 

   「プラスチック製容器包装類」は、品物を売るために使われた容器 

や包装などで、プラスチック類の材質でできており、中味を飲食し 

たり取り出したら不要になるものです。それ以外のプラスチック製 

品は「燃やせるごみ」になります。 

例４ のぼり旗、マスク 

   「燃やせるごみ」になります。 

例５ ボタン電池 

市では収集していませんので、電気店などの回収協力店にお問合せ 

ください。 

 

（文書取扱・問合せ：生活環境課 ４３－３４８５） 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
案内 Information８ 

不法投棄は犯罪です 
 

廃棄物の適正な処理を行わず、人目の届かない場所（山林、河川敷、空

き地など）へ捨てる不法投棄が後を絶ちません。 

また、国道、県道、市道などの道路沿線においても、ごみのポイ捨てが

多発しています。最近では用水路などへの不法投棄も見られます。 

不法投棄物としては、空き缶、ペットボトル、弁当パック、包装紙など

の生活ごみの他、廃タイヤ、家電製品、農業用廃資材などの粗大ごみが多

く目立ちます。 

 

◇ 不法投棄は法律により処罰されます 

  『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』では、「何人も、みだりに廃棄

物を捨ててはならない」と定め不法投棄を禁止するとともに、重い罰則を

定めています。 

 

  懲役５年以下、罰金1000万円以下又はその両方 

（法人の場合は３億円以下） 

 

◇ 不法投棄を発見した場合 

不法投棄を発見した場合は、警察または生活環境課（４３－３４８５）

へ通報してください。 

通報時には、以下の事項をお知らせください。 

・不法投棄の場所 

・不法投棄の発見日時 

・不法投棄物の種類と量 

・不法投棄を行っている人の特徴、人数 

・車のナンバーや車種 

 

 

 

（文書取扱・問合せ：生活環境課 ４３－３４８５） 
 

ごみ集積所に出してある空き缶や金属類を 

持ち去る行為は犯罪です 

 

最近、ごみ集積所に出してある空き缶や金属類を持ち去るという事件が

発生しています。 

 

「西都市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」により、適切に排出され

たごみの所有権は市が所有することになっており、市が委託した業者以外

の者が当該廃棄物の収集・運搬する事はできないことになっています。 

集積所に出されたごみを持ち去った場合は、「窃盗罪」となり法律によ

り罰せられます。 

 

【窃盗罪（刑法第235条）】 

 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万 

円以下の罰金に処せられます。 

 

「持ち去り」行為や不審な車両などを見かけた際には、ナンバーや車両

の特徴など、情報を提供していただきますようお願いします。 

 

なお、行為者に自ら声かけして注意したり、行為者の目前で写真撮影し

たり、行為者の車両を追跡することは、危険を伴う場合がありますので、

絶対におやめください。 

 

 

 

 
 

 

 
 

 （文書取扱・問合せ：生活環境課 ４３－３４８５） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information９ 

赤い羽根共同募金にご協力をお願いします 
 今年も10月１日（土）から赤い羽根共同募金運動が全国一斉にスタート

します。 

お寄せいただいた募金の約７割が市内の福祉ボランティア団体などへの

支援、約３割が宮崎県全体の福祉活動や災害への備えとして役立てられて

います。 

10月１日から12月31日までの期間、区長を通してご協力いただく戸別募

金や店舗にご協力いただく街頭募金など、さまざまな活動を予定しており

ます。皆さんからの温かいご支援ご協力をよろしくお願いします。 
 

【問合せ先】 

  社会福祉法人 宮崎県共同募金会西都市共同募金委員会 

  社会福祉法人 西都市社会福祉協議会 

  〒881-0004  西都市大字清水1035番地1 

         TEL：43-3160 FAX：42-4743 担当：総務課 総務係 
 

                     （文書取扱：福祉事務所） 
 

案内／催し・講座 

令和4年度市政報告・講演会開催について 
 

 令和３年７月に策定した第５次総合計画において、本市は「抜群に住み

やすいまち・西都」を目指すこととしております。市民の皆さんがいきい

きと暮らすことができるよう、各分野において取り組むべき施策の方向を

定めております。 

今回、市政報告として、特に重点的な施策について橋田市長が市民の皆

さんにご説明いたします。また第２部においては、今年８月に包括連携協

定を締結した宮崎国際大学学長 村上昇様の講演会を行います。お話の内容

は、脳について、子育て世代から高齢者まで幅広く役立つ内容です！  

皆さんぜひお越しください！ 

 

■日時 10月８日(土) 午後１時30分～ 

■場所 市民会館 

■日程 13:30～ 第１部 抜群に住みやすいまちをめざして 

市長説明  

休 憩 （10分間） 

14:50～ 第２部 講演会 

演題「脳を知り、脳を鍛え、脳を活用する」   

講師 宮崎国際大学学長 村上 昇 氏 

16:00 終了予定 

 

※新型コロナ感染症まん延防止のため、手指消毒、マスク着用など各 

種対策にご協力とご理解をよろしくお願いします。 

  

（お問合せ）総合政策課 電 話：３２－１０００ 

             メール：kikaku@city.saito.lg.jp 

 

 

 

（文書取扱：総合政策課） 

 

 

 

 

 

 

「緑の募金」にご協力をお願いします 
西都市みどり推進会議では、地球温暖化防止をはじめとした課題に向け

て、環境の緑化や森林の整備、みどりの少年団の育成などを推進するため

毎年市民の皆さんに「緑の募金」へのご協力をお願いしています。 

昨年度は総額1,196,682円の「緑の募金」が集まりました。募金にご協力

いただきました市民の皆さんに深く感謝申し上げます。 

本年度も、区長などを通じて、10月１日から31日までの期間で募金の実

施を予定しております。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

 

＜昨年度の緑の募金を活用した主な活動実績＞ 

西都市みどり推進会議によるみどりの少年団育成、苗木の無料配布など 

 

○問合せ：西都市みどり推進会議事務局（農林課内） ３２－１０１３ 

（文書取扱：農林課） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西都市戦没者追悼式の開催について 
 

 先の大戦における戦没者に対して追悼の意を表し、恒久平和を祈念する

ために、戦没者追悼式を開催します。今年度は新型コロナウイルス感染症

拡大防止の観点から来賓や遺族など関係者のみの開催となりました。関係

者以外の参加はご遠慮くださいますようお願いします。 

 

式典は１０月１日（土）に関係者のみの出席にて開催しますが、午前 

１０時にサイレンを吹鳴しますので、市民の皆さんには１分間の黙とうを

捧げていただきますようお願いします。 

 

●日 時：１０月 1日（土） 

          午前 ９時    ：開場（受付） 

          午前 ９時５５分 ：式典（開式） 

          午前１１時    ：閉会 

●会 場：市民会館  

●出席者：来賓および遺族などの関係者のみ 

 

  ※出席者の皆さんへ 

 発熱・咳・のどの痛みなど体調の悪い方、体調に不安のある方は出

席をご遠慮ください。 

 

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては式典が中止になる

場合があります。 

 

（問合せ先）西都市戦没者追悼奉賛会（福祉事務所） 

 ３２－１０１０ 

 

 

 

（文書取扱：福祉事務所） 

 

Information10 

市文化ホール文化事業 
あいそめ音楽祭 

（米良美一トークショー＆ミニライブ） 
＊さいとくポイント進呈対象事業です＊ 

天使の声とも称され、高域の歌声で世界的にも評価される、本市出身の

カウンターテナー歌手、米良美一氏のトークショー＆ミニライブを開催し

ます。西都弁の巧みな話術と澄み透った美しい歌声をご堪能ください。 

また、地元有志グループも出演します。ご家族お誘いのうえご来場いた

だき、楽しいひと時をお過ごしください。 

 なお、ご入場の際は、新型コロナウイルス感染症対策に伴い、入口で職

員による検温、マスク着用の確認、手指の消毒にご協力をお願いします。 

 

【開 催 日】11月20日（日） 

【時    間】開場：午後３時30分 開演：午後４時 

【会  場】市文化ホール（コミュニティプラザパオ３階） 

【料 金】前売券 大人2,000円 高校生以下1,000円 全自由席 

      当日券 大人2,200円 高校生以下1,200円 

※3歳未満の膝上鑑賞は無料。座席が必要な場合は有料となります。 

【チケット売場】 

市文化ホール事務所（市働く婦人の家内） 

市勤労青少年ホーム  

コミュニティプラザパオ１階インフォメーション 

まちなかギャラリー夢たまご、市民会館 

※コロナ感染状況により入場を制限させていただく場合があり

ますのでご理解願います。 

【後  援】市、市教育委員会、一般社団法人西都市観光協会、 

宮崎日日新聞社 

【問合せ先】市文化ホール事務所（市働く婦人の家内） 

       TEL：３２－６３０７    FAX：３２－６３３３ 
  

（文書取扱：商工観光課） 

 

催し・講座 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information11 

第33回西都市総合文化祭美術展および 

障がい者アート展の開催について 
 

 第33回西都市総合文化祭美術展および障がい者アート展が次のとおり開

催されます。「芸術の秋」にふさわしく、さまざまな美術作品が出品され

ます。皆さんのご来館をお待ちしています。 

 

 【美術展】 

日時：１０月８日（土）から１６日（日）まで 

      午前９時から午後５時まで 

      ※最終日は午後４時まで 

   部門：絵画、書、写真、彫刻・工芸 計４部門 

      美術展開催期間の中で、生花も展示します。 

 

 【障がい者アート展】 

日時：１０月２２日（土）から２７日（木）まで 

      午前９時から午後５時まで 

 

 【会 場】 

   市民会館（西都市小野崎２丁目４９番地） 

   ※美術展、障がい者アート展ともに入場無料 

 

 【問合せ】 

   教育委員会 社会教育課 ３５－３００９ 

 

 

 

 
 

（文書取扱：社会教育課） 

 

催し・講座 

県立西都原考古博物館 2022  

博物館から飛び出す講座Vol.2の開催 
 

【国際交流展】古墳時代の「台所革命」と東アジア 

～美味なる“ごはん”の考古学～ の関連講座です。 

 

 ○内容 

 古墳時代に朝鮮半島から伝来した「カマド」の採用により、お米の

調理法や食事方法にも革新がもたらされました。 

朝鮮半島と南九州をつなぐ「カマド」とごはん調理法を読み解きな

がら、現在に続く食文化の在り方を考えます。 

 

 ○日程 

  10月15日（土） 午後１時30分～３時 

 

○会場 

  ・県立西都原考古博物館１F ホール（ZOOM） ※定員30名 

  ・自宅（ZOOM） 

※いずれの場合も参加は申込みが必要です。10月12日(水)締切。 

 

 ○参加費 無料  

 

 ○講師  今塩屋 毅行 氏 

      （県立西都原考古博物館 学芸普及担当主査） 

 

 ○申込・問合せ先 

  NPO法人ｉさいと 運営支援事務局 矢野 里奈・山内 隆子 

   電話：４３－５１１６  メール：office@isaito.net 

 
（文書取扱：社会教育課） 

 

mailto:office@isaito.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計年度任用職員の募集について 

（危機管理課 事務補助業務） 

業務内容 テレビジョン放送受信料補助金事務補助など 

募集人員 １名 

任用期間 １１月１日（火）から令和５年２月２８日（火）まで 

勤務時間等 
午前９時～午後４時（休憩時間12時～１時）週30時間 

休日：土日祝日および年末年始の指定日 

報酬額等 
時給９２５円以上 

（職務経験による加算あり。ただし上限があります） 

応募資格 
・パソコンでの事務処理が可能な方  

・市税等滞納のない方 

福利厚生 
社会保険（健康保険、厚生年金保険）・労働保険 

雇用保険・有給休暇制度・通勤手当（２㎞以上） 

募集締切 １０月１１日（火）まで ※必着 

応募方法 
市販の履歴書に顔写真を添付し必要事項を記載の上、 

危機管理課まで郵送または持参してください。 

選考方法 
面接により選考します。 

※面接の日程は、後日連絡します。 

問合せ先 

〒881-8501 西都市聖陵町２丁目１番地 

      危機管理課 危機管理係 

 電話：４３－０３８０ FAX：４３－３６５４ 

 
 

 

（文書取扱：危機管理課） 

 

  

 

 

 

Information12 募集 

西都市社会福祉協議会職員募集のお知らせ 

 

業務内容 通所介護（デイサービス）事業の介護職員 

募集人員 
① 嘱託職員     若干名 

② パートタイム職員 若干名 

採用期間 選考合格後すぐに採用いたします 

勤務時間 

・給与など 
西都市社会福祉協議会就業規則および給与規程による 

応募資格 
【共通】普通自動車運転免許 

看護師または介護福祉士または介護職員初任者研修修了 

募集期間 随時受付（合格者が出た場合は受付終了） 

応募方法 

履歴書と資格を証明できるもの（修了証明書・登録証・免

許証など）の写しを添付の上、西都市社会福祉協議会まで

郵送または持参してください。 

選考方法 一次試験：書類審査、二次試験：面接 

その他 
提出いただいた履歴書などに記載された個人情報は、職員

募集以外には使用しません。 

問合せ先 

〒881-0004 西都市大字清水1035番地１ 

社会福祉法人 西都市社会福祉協議会 総務課 総務係 

 電話：４３－３１６０ FAX：４２－４７４３ 

 受付時間：午前９時～午後５時（土日祝日除く） 
 

（文書取扱：健康管理課） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information13 

「パソコン・販売基礎科」 ハロートレーニング公共職業訓練生を募集します 

【訓練の目的】求職中の方が再就職するために必要なパソコン関連の知識・技能を習得。また、ビジネスコミュニケーション、販売管理・マーケティング

の知識習得により、職業選択の幅が広がります。さらに資格を取得することにより早期就職を図ることを目的としています。 

【受講対象者】公共職業安定所に求職手続きをされた方で、公共職業安定所長の受講指示、受講推薦または支援指示を受けられた方。          

【訓 練 内 容】パソコンの基本操作、ワード、エクセル、インターネットの実技活用法、マーケティングの知識やビジネスコミュニケーションなどを学び 

幅広い事務・販売系の仕事に対応できる技術を習得します。 

【そ の 他】雇用保険受給資格者などで公共職業安定所長の受講指示を受けられた方は、訓練期間中に訓練手当が支給されます。雇用保険受給資格がな

い方でも一定の要件を満たせば「職業訓練受講給付金」の制度があります（詳細は最寄りの公共職業安定所へご相談ください）。 

●応募状況により訓練を中止することがあります。 

●新型コロナウイルス感染症の影響のため、選考日・訓練期間・内容などが変更もしくは訓練が中止になる場合があります。 

【訓練施設見学会および訓練内容説明会・体験会】 申込みは直接西都高等職業訓練実施施設にご連絡ください。 

●実 施 日：１０月１８日（火） 午前の部：９時３０分～１１時５０分、午後の部：１時１０分～３時３０分 

●訓練施設見学会および訓練内容説明会・体験会への参加は、求職活動としてハローワークに認定されます。 

訓 練 科 名 パソコン・販売基礎科 定  員  ２０名 

訓 練 期 間 １２月１日（木）～令和５年２月２８日（火） ３カ月 

訓 練 時 間 午前９時～午後４時 毎週 月～金曜（祝日・年末年始を除く） 

訓 練 場 所 西都高等職業訓練校 西都市大字三宅２２１５番地 電話：４３－１０８７       

費 用 等 教材費９，８７８円、職業訓練生総合保険料（３カ月３，１００円 任意）自己負担 

受 講 料 無料 （ただし、資格取得のための受験料・問題集代は自己負担となります） 

応 募 方 法 入校希望者は、最寄りの公共職業安定所で相談いただき、入校申込書を提出してください｡ 

募 集 期 間 ９月１５日（木）～１１月１日（火）まで 

 
選 考 日 
 

１１月１０日（木） 
◎受付  ９：３０～９：５０（遅刻および欠席の場合は辞退とみなします) 
◎適性検査・面接  １０：００～１２：３０（人数によって異なります） 

※携帯品・・・・筆記用具（鉛筆３本）、上履き（スリッパなど）をご持参ください。 

選 考 会 場 西都高等職業訓練校 ３階大会議室    ※無料の駐車場があります。 

●問合せ先 （ハローワーク高鍋）２３－０８４８ 

（ハローワーク宮崎）０９８５－２３－２２４５ 

                                                                    
     

募集 

【取得可能な資格】 
コンピュータサービス技能評価試験、ワープロ技
士・表計算技士（３・２級）、日本商工会議所主
催リテールマーケティング（販売士）検定３級  
※各受験は進捗状況により随時可能 

【カリキュラム内容】 
オリエンテーション、文書作成、表計算、イン
ターネット・電子メール、ホームページ作成、プ
レゼンテーション、販売管理、ビジネスコミュニ
ケーション、総合演習、就職支援 
【総訓練時間 ３３１時間（５６日間）】 

学科１３３時間、実技１９８時間 
※訓練修了するには学科、実技の訓練設定時間

のそれぞれ８０％以上の受講が必要です。 

詳しくは訓練校までお尋ねください。 

実施主体：宮崎県立産業技術専門校 

電話４２－６５０９、ＦＡＸ４２－６５１１ 

（文書取扱：商工観光課） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西都市青少年育成センターだより 

２学期、お子さんは元気ですか 
                                

 ○ 学校生活のリズムをつかんでいますか。 

 
 

○ 家庭で友達や学校での話をよくしますか。 

 
 

○ 食欲がなかったり、暗く沈んでいたりはしていませんか。 

 

 

元気がないときには、励ますだけでなく、子どもの心に寄り添い、温

かく見守り支えてあげることが大事です。 

 

☆ 困ったら、一人で悩まずご相談ください。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

（文書取扱：社会教育課） 

Information14 

法務局・人権擁護委員による 

「人権・なやみごと相談所」を開設します 

～１０月１日から７日は、法の日週間です～ 

 

 いじめ、差別、虐待、セクハラ、配偶者やパートナーからの暴力、

近隣間のもめごとなどひとりで悩まずご相談ください。 

 相談は無料で秘密厳守になっておりますので、気軽にお越しくださ

い。 

なお、新型コロナウイルス感染症などにより中止する場合があります。 

 

○日 時  １０月６日（木） 午前１０時から午後３時まで 

 

○場 所  生きがい交流広場２階 

      住所：西都市妻町１丁目７３番地 

      （宮崎太陽銀行西都支店近く） 

 

○相談員  人権擁護委員 ２名 

 

その他関係機関でも、面談・電話による相談を平日午前８時３０分から

午後５時１５分まで随時お受けしております。 

関係機関名 電話番号 備考 

宮崎地方法務局人権擁護課 ０９８５－２２－５１２４  

人権相談ダイヤル ０５７０－００３－１１０ 全国共通ナビ 

女性の人権ホットライン ０５７０－０７０－８１０  

子どもの人権１１０番 ０１２０－００７－１１０ 通話料無料 

 

インターネット人権相談受付窓口 

○ パソコン、携帯電話、スマートフォン共通 

https://www.jinken.go.jp 

（文書取扱：市民課） 

                        

 

相談 

子どものことで悩みはありませんか。気軽にお電話ください。 
 

相 談 電 話  ４
しん

 ３
みに

 － １
い

 ６
ろ

 １
い

 ６
ろ

 

 

火・水・木曜日の、原則として午後１時～４時 

 

西都市青少年育成センター≪社会教育課内≫ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information15 

高鍋年金事務所が出張年金相談を行います 
 

 高鍋年金事務所では、年金に関する各種手続きについて出張相談を行っ

ています。老齢厚生年金・遺族厚生年金などの手続きや相談もできますの

で、ご利用ください。なお、予約が必要ですので高鍋年金事務所に電話で

お申込みください。 

 

【相談日】 １０月２０日（木） 次回は１１月１７日（木）です。 

【時 間】 午前１０時から１２時、午後１時から３時です。 

【場 所】 市民課 年金係 

 

 

年金相談は事前に電話予約が必要です 

 

【予約先】 

 高鍋年金事務所 ２３－５１１１ 

【予約方法】 

●相談日の１カ月前から受付します。 

（例：10/20の相談日の場合は、9/20から受付開始） 

●電話予約の時には、基礎年金番号・住所・氏名・生年月日・電話番

号・相談内容をお知らせください。 

 また、年金相談日に持参するものをご確認ください。 

●相談日にはできるだけ本人がおいでください。 

代理の場合は、委任状・代理の方の身分証明書（運転免許証など）

をご用意ください。 

 

 

 
 

 

（文書取扱：市民課） 

相談 

行政相談所のご案内 
 行政相談所では、総務大臣から委嘱された行政相談委員が、国・県・市

町村、独立行政法人、特殊法人（ＪＲ、日本郵便株式会社等）など行政全

般について、皆さんから受けた苦情や意見・要望を公正・中立な立場から

解決や実現を促進するお手伝いをしています。相談は無料で、秘密は厳守

しますので、気軽にご相談ください。 

 ○日  時：１０月１３日（木）午前１０時～１２時 

       次回は１１月１０日（木）午前１０時～１２時 

 ○場  所：本庁舎２階 ２０１会議室 

 ○行政相談週間に伴う巡回相談日 

  日  時：１０月２０日（木）午前１０時～１２時 

  場  所：三納地区館 集会室 

 ※新型コロナウイルス感染防止のため、中止となる場合があります。 
 

（文書取扱・問合せ：生活環境課 ４３－１５８９） 
 

司法書士による消費生活無料相談を 

           ご利用ください 
 市では、司法書士による無料の消費生活相談を行っています。 

借金問題、訪問販売や架空請求による被害などでお困りの方はぜひ、ご

利用ください。 

 ○日  時：１０月４日（火）午後１時～４時 

       次回は、１１月１日（火）午後１時～４時 

      ※相談時間はお一人約３０分です。 

 ○場  所：本庁舎２階 ２０１会議室 

      ※新型コロナウイルスの感染状況により、電話での相談とな 

      る場合があります。 

 ○申 込 先：生活環境課 市民生活係 ４３－１５８９ 

 ※予約が必要となりますので、必ず事前にお電話ください。 

（文書取扱：生活環境課） 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより10月号 市立図書館（43－0584）10月の休館日3・11・17・24・31日 
 

Information16 その他 

●朗読ＣＤ・点字・大活字本を貸し出します 

小さな字の苦手な方でも読める大きい字の大活字本や朗読ＣＤ、点字レ

シピ本などを貸し出します。希望がありましたら、窓口にてお気軽にお問

合せください。ご希望のものがない場合は、リクエストも対応できます。 

 

●貸出に「さいとくポイント」がつきます 

さいとくポイント（１５歳以上で本人のカード）が貸出１冊につき、２

ポイント（本人貸出のみ）つきます。 

 

●貸出の際、「除菌ＢＯＸ」をご自由にお使いください 

・４５秒間紫外線除菌をします。 

・中が青く光っている時は、扉を開けないでください。 

・本が入ったままの場合は、カウンターへお声かけください。 

 

●市立図書館のホームページから本の予約ができます 

貸出中の本に限り、予約ができます。 

 予約には、図書館発行のパスワードが必要です。 

 初めてのご利用の際には、図書館までご連絡ください。 

 

●読み聞かせボランティア「ねえ、読んで」による絵本の読み聞かせ 

 毎週日曜日 午前１０時～１０時３０分 

【一般図書新刊のご案内】 

◎アイス部手帳 （アイス部） 

◎最高の老後 （山田 悠史） 

◎仕事で役立つ！ ＰＤＦ完全マニュアル （桑名 由美） 

◎自分の気持ちを伝えるコツ５０ （林 恭弘） 

◎はじめてのアラブごはん （小松 あき） 

◎フラトレ！ （素敵なフラスタイル編集部） 

◎資本主義の方程式 （小野 善康） 

◎なぜ、認知症の人は家に帰りたがるのか （恩蔵 絢子） 

◎農業者になるには （大浦 佳代） 

◎１日３分で変わる！ 社会人のための滑舌ドリル （花形 一実） 

【児童図書新刊のご案内】 ☆は絵本です 

☆ビアトリクス・ポターの物語 （リンゼイ・Ｈ・メトカーフ） 

☆みそこちゃん （かとう まふみ） 

☆夢のビッグ・アイデア カマラ・ハリスの子ども時代 

（ミーナ・ハリス） 

☆ノラネコぐんだん おかしなさがしえブック （工藤 ノリコ） 

☆わたしとあなたのものがたり （アドリア・シオドア） 

◎ナゾトキ・ハンター 人食いザメが守る島 （タダタダ） 

◎チコちゃんと学ぶチコっとブッダの言葉 （名取 芳彦） 

◎今日から使える！ 宿題のもやもやスッキリ術 （熱海 康太） 

◎１３歳からの経営の教科書 （岩尾 俊兵） 

（文書取扱・問合せ：社会教育課 図書館係 ＴＥＬ４３－０５８４ ＦＡＸ４１－１１１３） 



 

10月の西都市イベントカレンダー 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（文書取扱：総務課 秘書広報係） 

 

日 曜 イベント内容 

16 日 
妻北小学校・妻南小学校 運動会 

（休日医）上山医院 TEL:43-1129 

17 月  

18 火 
西都市国保特定健診・後期高齢者健診 会場:都於郡地区館 

※要予約 TEL:43-0378 

19 水  

20 木 
出張年金相談 ※要予約 →15ページ 

行政相談週間に伴う巡回相談 会場：三納地区館 →15ページ 

21 金  

22 土 

県立妻高校100周年記念式典 

障がい者アート展（27日まで）会場：市民会館 →11ページ 

西都児湯のコスモスまつりin西都原(23日まで) 商工観光課 TEL:43-3421 

西都原コスモス畑ライトアップ（30日まで）商工観光課 TEL:42-4068 

23 日 

三財へそ祭り TEL:44-5111 

西都夜市 会場:あいそめ広場  (一社)まちづくり西都KOKOKARA TEL:32-6242 

（休日医）児玉内科クリニック TEL:43-1777 

24 月  

25 火  

26 水  

27 木  

28 金  

29 土 

宮崎県高校駅伝      スポーツ振興課 TEL:43-3478 

稚児ヶ池南側広場コンサート 

会場:稚児ヶ池地区公園南側広場 TEL:080-1714-8865 

30 日 
秋の西都あおぞら市（地場産まつり） 商工観光課 TEL:43-3421 

（休日医）鶴田病院 TEL:42-3711 

31 月  

 

日 曜 イベント内容 

１ 土 
西都フェア（11月30日まで） 場所：宮崎観光ホテル 

西都市戦没者追悼式 ※関係者のみ →10ページ 

２ 日 

穂北小学校・茶臼原小学校・銀上学園 運動会 

米良美一の読み聞かせコンサートfeat.サキタハヂメ 会場：市民会館 

西都市国保特定健診・後期高齢者健診 会場:保健センター 

※要予約 TEL:43-0378 

（休日医）西都児玉眼科 TEL:43-3456 

３ 月  

４ 火 司法書士による消費生活無料相談 ※要予約 →15ページ 

５ 水  

６ 木 人権・なやみごと相談所 →14ページ 

７ 金  

８ 土 

令和４年度市政報告・講演会 会場：市民会館 →９ページ 

第33回西都市総合文化祭美術展（16日まで） →11ページ 

西都原考古博物館国際交流展（12月11日まで） 

９ 日 
妻中学校運動会 

（休日医）宇和田胃腸内科 TEL:42-0111 

10 祝 

みやざきフェニックスリーグ（31日まで） スポーツ振興課 TEL:43-3478 

（休日医）黒木胃腸科医院 TEL:43-1304 

＜スポーツの日＞ 

11 火  

12 水  

13 木 

西都市国保特定健診・後期高齢者健診 会場:三納地区館 

※要予約 TEL:43-0378 

行政相談 →15ページ 

14 金  

15 土 博物館から飛び出す講座Vol.2 →11ページ 

 

 

 

 

 

 

 


